
②  

①  

③  

④  

⑤  

⑤ 

⑥  

⑦  

                                【記入例】 

適合証明書交付申請書 

 多治見市長 様  

 都市計 画法施行 規則第 60条の規定 により次 の計画が 都市計画 法第 ２ ９ 条第  

１項第１号の規定に適合していることの証明書(１通)を交付願います。 

令 和 〇年〇 〇月〇 〇日 

申請者住所氏名   〇 〇 市 〇 〇 町 〇 〇 番             

(名称及び代表者) 〇 〇 会 社  〇 〇 〇 〇  代 表 取 締 役  〇 〇  〇 〇  

(電話〇 〇 〇 〇－〇 〇－〇 〇 〇 〇 ) 

土地の所在地番等 

所在・地番 多治見市〇 〇 町 123番 4及 び 123番 5の 一 部  

地 目 公 簿  宅 地 、 雑 種 地     現  況  宅 地  

面 積  実  測  1,200.50 ㎡  

区域・区分等 
都市計画区

域 の 区 分 

■市街化区域 
□市街化調整区域 

用 途 地 域

の 区 分 

準 工 業 地 域  

予 定 建 築 物 

又は特定工作物 

の 概 要 

用 途 及 び

使 用 区 分 

用途 事 務 所 、 倉 庫  
 
使用区分(□自己居住用 ■自己業務用 □その他) 

建 築 面 積 
(既存 〇 〇 〇 .〇 〇 ) 

㎡  

新設 〇 〇 〇 〇 .〇 〇  
延 べ 面 積 

(既存 〇 〇 〇 .〇 〇 ) 

㎡  

新設 〇 〇 〇 〇 .〇 〇  

工 事 種 別 
□新築(新設)  ■増築(増設)  □改築 

□移築     □用途の変更  □仮設 

構 造 

(既存： RC造      地 上 1階 建 て ) 

新設： RC造 ･鉄 骨 造  地 上 2階 建 て  
    鉄 骨 造     地 上 1階 建 て   

当 該 許 可 等 の  

番 号 ・ 年 月 日 

許 可： 多 開 第 〇 〇 〇 号  平 成 〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日  

検  済： 多 開 第 〇 〇 〇 号  平 成 〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日  

許可の適用除

外となる理由 
開 発 ⾏ 為 の 規 模 が 1,000㎡ 未 満 の た め  

※ 受 付 印  ※ 備    考  

  

※印欄は、記入しないこと。    連絡先 氏 名：〇 〇  〇 〇  
                     ＴＥＬ：〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇  
                     ＦＡＸ：〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇  
 
 



 

 

 

記 入 上 の 注 意 点  

①  該 当 す る 条 ・ 項 ・ 号 を 記 入 し て く だ さ い 。  

例 ︓ 第 29条 第 1項 第 1号 → 市 街 化 区 域 の 1,000㎡ 以 上 で 開 発 許 可 を 要 し な い も の  

第 43条 第 1項 → 市 街 化 調 整 区 域 の 「 線 引 き 前 か ら の 宅 地 に お け る 建 築 物 の 建 替 え 」  

②  申 請 区 域 の す べ て の 地 名 ・ 地 番 を 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 に 記 載 さ れ て い る 内 容 に 合 わ せ

て 正 確 に 記 入 し て く だ さ い 。 一 筆 の 一 部 が 計 画 敷 地 に 含 ま れ て い る 場 合 は 「 〇 〇 番 の 一

部 」 と 記 入 し て く だ さ い 。  

③  公 簿 地 目 は 計 画 敷 地 の 全 て の 土 地 登 記 の 地 目 を 記 入 し て く だ さ い 。  

④  建 築 確 認 申 請 の 敷 地 面 積 と 整 合 し 、 実 測 を 小 数 点 以 下 ２ 桁 で 明 示 し て く だ さ い 。  

⑤  建 築 物 の 用 途 、 面 積 、 構 造 は 、 敷 地 内 の 全 て の 建 築 物 に つ い て 記 入 し て く だ さ い 。  

⑥  過 去 の 開 発 許 可 な ど が あ れ ば 記 入 し て く だ さ い 。  

⑦  理 由 を 記 入 し て く だ さ い 。  

例 ︓ 第 29条 第 1項 第 2号  都 市 計 画 法 施 ⾏ 令 第 20条 第 1号 に 該 当 す る た め  

  第 29条 第 1項 第 3号  都 市 計 画 法 施 ⾏ 令 第 21条 第 ○ 号 に 該 当 す る た め  

  第 43条 第 1項     法 第 43条 取 扱 い 基 準 に 該 当 す る た め  

開 発 許 可 を 受 け た 建 物 用 途 の 変 更 が な い た め  


